
様式第１００号(第65条関係) 

(表) 

 特別徴収義務者 住(居)所(所在地) 
         氏 名(名 称) 
 

ゴルフ場名 

税目 課 税 番 号 
    年   月行為分 ゴルフ場利用税納入申告書 

08   

 
  年  月  日 

 
 
 
 
 
 
 福井県    長 様 

特別徴収義務者の 
住(居)所(所 在 地) 

 

特別徴収義務者の 
氏  名(名  称) 

 

特別徴収義務者の 
個人番号(法人番号) 

             

ゴルフ場名および

電 話 番 号 
 

(  局   番) 

所 在 地 
 

 

  期間   月  日 から   月  日 までの分 等級         級 

課

税

標

準

お

よ

び

税

額 

課

税

標

準

の

内

訳 

利 用 者 の 区 分 利用人員(人) 税率(円) 税額(円)   

不

申

告

加

算

金 

① 

通常のゴルフ場利用者 

      

      

 

受
け
る
利
用
者 

②
課
税
の
特
例
を 

早朝における利用
者 

      

薄暮における利用
者 

      

競技会等に参加す
る選手 

      

合 計 
        

 

利
用
者 

③
非
課
税 

18歳未満     

70歳以上   

障害者   

国民体育大会（公式練習を含む）   

国際競技大会（公式練習を含む）   

教育活動  

摘
要 

  

(注) 1 毎月15日(これらの日が土曜日に当たる場合には17日、これらの日が日曜日または国民の祝日

に関する法律第3条に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)に当たる場合には16日)までに

この申告書を提出するとともに、上記金額を納入してください。ただし、施設の経営を廃止し

た場合は、その廃止した日から5日以内に申告納入してください。 

   2 内訳は、裏面に記載してください。 

   3 申告額が過少であつた場合または申告書の提出期限までに提出がなかつた場合には、過少申告

加算金、不申告加算金または重加算金が課されます。 

   4 ②欄の「競技会等に参加する選手」ならびに③欄の「国民体育大会（公式練習を含む）」、「国際

競技大会（公式練習を含む）」および「教育活動」の利用については、その旨を証明する書類を

添付してください。 

   5 個人番号を記載する場合には、左側１文字空けて記載してください。  



 (裏) 

内訳を記入してください。 

日 

①通常のゴルフ場

利用者数 

②課税の特例を受ける

利用者数 

③非課税となる利用者数 課税さ

れない

利用行

為に係

る人数 

備考 

メンバー ビジター 早朝 薄暮 競技会等 
1 8歳

未 満 

7 0歳

以 上 

障 害

者 
国体 

国 際 

競 技 

教 育

活 動 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          

21                          

22                          

23                          

24                          

25                          

26                          

27                          

28                          

29                          

30                          

31                          

計                          

(注) 休業の場合は、休業日に当たる日の欄に斜線を引いてください。 

 

  


